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【縦覧に供する場所】 株式会社ユアテック

  東京本部

 (東京都千代田区大手町二丁目２番１号(新大手町ビル))

  青森支社

  (青森市大字新町野字岡部63番１号)

  岩手支社

  (盛岡市みたけ四丁目10番53号)

  秋田支社

  (秋田市川尻町字大川反233番９)

  山形支社

  (山形市大野目三丁目５番７号)

  福島支社

  (福島市伏拝字沖35番１)

  新潟支社

  (新潟市中央区東万代町９番16号(シティビル沼垂))

  北海道支社

  (札幌市中央区北４条西16丁目１番地(第一ビル))

  横浜支社

  (横浜市西区北幸二丁目10番27号(東武立野ビル))

  大阪支社

  (大阪市中央区平野町二丁目２番８号(イシモトビル))

株式会社東京証券取引所

  (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

(注) 上記の青森支社、北海道支社、横浜支社及び大阪支社は、金融商品取引

法の規定による縦覧に供すべき場所ではないが、投資家の便宜のため縦

覧に供している。
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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

平成26年11月13日に提出いたしました第101期第２四半期（自 平成26年７月１日 至 平成26年９月30日）の四半

期報告書に添付しております「独立監査人の四半期レビュー報告書」に原本と一部異なる記載がありましたので、こ

れを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２ 【訂正事項】

独立監査人の四半期レビュー報告書

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 
(訂正前)

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ユアテック及び連結子会社の平成26年９月30日

現在の財政状態及び同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせ

る事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

(訂正後)

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ユアテック及び連結子会社の平成26年９月30日

現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を

適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
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